
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〈要 旨〉 

○ 現金を介さないキャッシュレス決済がグローバルで拡大する中、日本でも様々な事業者によっ

て多様な決済サービスが提供されるとともに、クレジットカードや非接触 IC 型電子マネーを中

心にキャッシュレス化が進展しつつある。しかし、国際的に見ると日本のキャッシュレス化は劣

後している状況にあり、その背景には現金決済の優位性の高さがあると考えられる。 

○ 日本ほど現金決済の優位性が高く、現金決済システムが高度に構築されている国は存在しな

いが、その優位性は、金融機関の充実した支店・ATM網、偽札の少なさ、治安の良さ等に支え

られている。一方、米国や中国では FICO スコアや芝麻信用のような消費者にキャッシュレス決

済利用のインセンティブを高める仕組みが存在し、英国やスウェーデンでは政府等が強力にキ

ャッシュレス決済を推進していること等からキャッシュレス化が進展している。 

○ 今後、バーゼルⅢに代表される金融機関に対するグローバルな規制強化の流れ、少子高齢化

等日本特有の社会的課題の進展等による事業環境の悪化によって、現金決済システムを現在

のレベルで維持することが困難になり、現金決済の優位性が低下する可能性がある。また、EC

やシェアリング・エコノミー等のキャッシュレス決済を前提とするサービスが拡大していくことで、

自然とキャッシュレス決済が浸透していくことも想定される。 

○ しかし、日本では様々な事業者が提供する多様な決済サービスが乱立している状態にあり、現

在の延長線上で日本のキャッシュレス化が進展すると、様々なサービスが分散して成長してい

く可能性が高い。その場合、消費者の利便性向上を目的に開発・展開されているキャッシュレ

ス決済サービスは、結果としてキャッシュレス化のペースを遅らせる可能性が高く、日本はキャ

ッシュレス化というグローバルな方向性から取り残される懸念がある。 

○ 日本においてキャッシュレス化を進展させ、その主なメリットである①インバウンド対応、②現金

社会コストの低減、③決済情報の活用を享受するためには、統一感のあるキャッシュレス決済

環境を整備し、現金決済に対する優位性を構築する必要がある。そのために、中長期視点の

もと、金融機関を中心とした民間企業の果敢な決断によって、統一感のあるキャッシュレス決済

インフラの構築を目指すと同時に、社会全体でキャッシュレス文化を醸成し、キャッシュレス社

会を迎える準備を丁寧かつ迅速に進めることが求められる。 
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Ⅰ．はじめに 

1．グローバルで拡大するキャッシュレス化に焦点 

近年拡大する FinTech の中でも、決済分野への注目度は高い。それは、お金

を払うという行為が日常生活に組み込まれた当たり前の行動であり、決済シー

ンの変化が社会全体に影響を与えるからである。実際に中国では、Alipay と

WeChatPayというそれぞれ 5億人、6億人を超えるユーザーを持つと言われる

スマートフォンのアプリを使った決済が急速に拡大しており、その影響は中国

社会全体に及んでいる。また、米国では個人間送金の Venmo が若者を中心

に浸透する等、グローバルで現金を使わないキャッシュレス決済サービスが拡

大し、生活様式に変化をもたらしている。 

現金を介さない決済が増加することを意味する「キャッシュレス化」がグローバ

ルで浸透する中、日本では現金決済の優位性の高さ等の理由からキャッシュ

レス化が遅れていると言われている。2017年に閣議決定された未来投資戦略

2017では、そのような状況を解消すべく、キャッシュレス比率1を現状の約 20%

から 10 年間で 40%に引き上げることが KPI2として目標設定されており、国を

挙げてキャッシュレス化の遅れを取り戻す取組が始まっている。 

本稿では、国としての課題であるキャッシュレス化の推進について考察するに

あたり、まず日本の決済市場について概観し、キャッシュレス化の状況を分析

する。続いてⅢ章では、海外におけるキャッシュレス化の進展について各国の

状況や背景を整理する。Ⅳ章では、Ⅱ章及びⅢ章を踏まえ、キャッシュレス化

の進展に求められる要件を分析するとともに、今後、日本のキャッシュレス化

に影響を与える可能性のある事象について説明する。最後に、日本のキャッ

シュレス化を加速させるための論点及び方向性を考察する。 

なお、本稿において目指す「キャッシュレス化」は、年齢や性別問わず大半の

人々が日常生活において現金を全く使わない、もしくはほとんど使わなくても

不自由なく生活できる社会となることを想定しており、そのような社会を「キャッ

シュレス社会」と定義する。また、現金に加え振込や口座振替、クレジットカー

ド等のあらゆる支払手段を含めて「決済手段」と総称する。 

2．キャッシュレス化の意義、及びキャッシュレス社会のメリットについて 

本題に入る前に、日本におけるキャッシュレス化の意義、及びキャッシュレス

社会のメリットについて整理する。大別すると、①インバウンド対応、②現金社

会コストの低減、③決済情報の活用という点で大きな意味を持つ。 

一つ目はインバウンドへの対応である。政府は、訪日外国人観光客数を、東

京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020 年には 4,000 万人、2030 年

には 6,000 万人とする目標を掲げている。一方、観光庁による「外国人旅行客

に対するアンケート調査結果」では、旅行中に困ったこととしてスタッフとのコミ

ュニケーション、無料公衆無線 LAN環境、多言語表示の少なさ、公共交通の

利用に次いで、両替・クレジット／デビットカードを利用できる場所の少なさが

                                                        
1 決済のうち、現金以外の決済手段を使った決済の割合。ここでは、クレジットカードと J-Debit、及び非接触 IC型電子マネーのう

ち、楽天 Edy、SUGOCA、ICOCA、PASMO、Suica、Kitaca、WAON、nanacoの 8種類が対象。 
2 Key Performance Indicatorの略。 
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挙げられている。以前と比較すると改善されてきているものの、外国人観光客

にとって利便性の高い決済環境を提供することは、インバウンド消費の獲得を

成長戦略の一つとする日本にとって不可欠である。海外諸国でキャッシュレス

化が進む中、日本において外国人観光客に対するキャッシュレス決済環境の

整備がこれ以上遅れた場合、自国でキャッシュレス決済に慣れた外国人観光

客が日本で感じる不便さは益々大きくなり、インバウンド消費獲得の機会を失

う可能性もある。観光地を中心として、日本の隅々でキャッシュレス決済手段

が利用できる体制を早急に整えることが求められる。 

二つ目は現金社会コストの低減である。現金決済は、紙幣や硬貨の物理的な

やり取りのみで取引が完了することから、表面的にはコストが低い決済手段に

見える。しかし、現金流通を支える ATM 運営コストだけでも日本全体で 2 兆

円／年とも言われ、更に、支払いを受ける側である小売事業者等の現金管理

コスト、現金の盗難を防ぐためのセキュリティコスト等、様々なコストを社会全体

で負担している。金融機関の支店・ATM 網が全国に張り巡らされている日本

では、金融機関や企業がコストの大部分を負担していることになる。このように

日本における現在の現金社会システムには大きなコストがかかっていることか

ら、キャッシュレス化による効率化の意義は大きい。 

更に、消費者が ATMに立ち寄って現金を引き出す時間や小売店舗でレジ担

当者が現金を数える時間等、現金を取り扱うことによる間接的な機会費用も発

生している。世界的な電子決済ネットワークである VISA による調査結果「キャ

ッシュレスシティ：デジタル決済がもたらす恩恵の実現」3では、消費者は ATM

から現金を引き出すために年間平均 6.4時間を費やし、企業は現金の入金に

対して月間収入の 2～3%を支払っていることが指摘されている。また、同調査

では、「各都市において、全人口のデジタル決済の利用水準が、現在のデジ

タル決済の利用における上位 10%のユーザーと同じ水準まで移行する」こと

を前提として、都市毎にデジタル決済採用に関連する純便益も分析している。

その結果、現金に関する犯罪の減少、現金や小切手を受け入れる企業が負

担しているコストの抑制等に加え、消費者が現金決済に費やしている時間が

削減されることも影響し、調査対象の 100都市全体で年間 4,700億ドル、東京

だけでも年間 490億ドルの潜在的な利益が生まれると予想している。今後、人

口減少や少子高齢化が進行していくことが想定される日本では、この現金決

済に関する非効率を改善していくことが重要である。 

三つ目の決済情報を活用したマーケティングの高度化や消費喚起もキャッシ

ュレス化の意義の一つである。従来の現金決済では捕捉出来ていなかった決

済情報が、キャッシュレス決済では、誰が、何時、何処で、何を買ったかという

レベルで入手可能になる。個人情報保護への配慮は必要なものの、そのデ

ータを活用することが出来れば、従来と比較して高度なマーケティングが可能

になると考えられている。未来投資戦略 2017 においても、決済に関するビッ

グデータを活用することで国内消費におけるニーズの多様化に対応するだけ

でなく、外国人観光客の動向も的確に把握することで、消費喚起及び販売機

会の拡大に繋げることが課題として挙げられている。 

 

                                                        
3 VISAが、2017年に発表したデジタル決済利用の増加が与える経済的恩恵についての調査結果。 
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上記に加え、キャッシュレス化が進展することによる一般的なメリットとして、脱

税やマネーローンダリングの排除、マイナス金利の有効性向上等が挙げられ

る。2016 年 11 月、インドのモディ首相が突如として最高額紙幣である 1,000

ルピー紙幣と 500 ルピー紙幣の利用停止を宣言した。これによって旧紙幣は

銀行に預け入れることで新紙幣と交換されることとなったため、人々が銀行窓

口や ATMに殺到し、インド国内は一時的に大きな混乱に見舞われた。更に、

新紙幣の準備不足が発生したことで、この高額紙幣廃止施策は経済の停滞

を招いたとの批判を浴びることとなった。しかし、この施策は、高額紙幣を廃止

しキャッシュレス化を進展させることで決済の透明性を高め、現金による脱税

やマネーローンダリングの抑止を目的とするものである。新紙幣が不足したこ

とで、強制的にキャッシュレス決済を使わざるを得ない状況を作り出したことは、

少なからずキャッシュレス化の進展に貢献した可能性が高い。 

高額紙幣の廃止を通じた現金利用抑制策は、他の海外諸国においても実施

されている。地下経済やテロ資金供与の縮小を企図したキャッシュレス化施策

として、EUでは 500ユーロ紙幣の発行停止が発表4されており、シンガポール

では 10,000シンガポールドル紙幣の発行が中止5されている。 

ハーバード大学のケネス・ロゴフ教授は、著書「The Curse of Cash」の中で、キ

ャッシュレス社会へ移行すれば、マイナス金利政策は実態経済により大きな

効果をもたらす可能性があると主張している。本書では、現金流通高には、銀

行の金庫や ATM に保管されている現金、小売店舗のレジで保有されている

現金や個人が保有する現金には含まれない現金が大量に存在しているため、

マイナス金利の効果が限定的になっているとしている。よって、キャッシュレス

社会の実現により、現在世の中に出回っている所在不明の大量の現金が預

金されることで、多額のお金が金融システムの中に組み込まれることとなり、マ

イナス金利政策の効果を最大化できると説明している。 

上記キャッシュレスの意義を踏まえ、Ⅱ章以降では日本におけるキャッシュレ

ス化推進に向けて、日本の決済市場の現状把握と課題・論点を考察していく。 

 

Ⅱ．日本におけるキャッシュレス化の状況 

本章では、現在日本で利用されている決済手段及び決済サービスを取り上げ、

クレジットカードや電子マネー等キャッシュレス決済市場の動向を把握する。

また、他国との比較も含め日本のキャッシュレス化の進捗状況を確認し、キャ

ッシュレス化の遅れに繋がっていると考えられる現金決済を支える様々な要素

について整理する。 

1．個人の決済手段について 

現代社会における個人の決済手段は、現金決済と現金を利用しない非現金

決済（キャッシュレス決済）に分けることができる（【図表 1】）。現金決済は、そ

れ自体に価値がある紙幣や硬貨を物理的にやり取りするだけで即時に決済

が完了する。そのため、金銭的価値以外の情報が切り離されているという観点

                                                        
4 2016年、欧州中央銀行は 2018年末までに 500ユーロ紙幣の発行停止を発表している。 
5 2014年に発行を中止。 

脱税やマネーロ

ーンダリング対策

としてのキャッシ

ュレス施策も 

海外では高額紙

幣の廃止も実施 

キャッシュレス社

会への移行によ

りマイナス金利政

策の影響範囲が

拡大 

決済手段は現金

決済と非現金決

済に分類可能 

 



 

 
日本の決済市場の現状とキャッシュレス化進展に向けて  

 

 Mizuho Industry Focus 

5 

で匿名性が高く、決済時には特段設備を必要としないというメリットがある。一

方、現金決済を行うために消費者は金融機関の窓口や ATM から現金を引き

出して持ち運ぶ必要があり、金融機関も消費者が何時幾ら現金を引き出して

も不足しないよう ATMに現金を準備しておくことが前提となっている。 

【図表 1】 個人の決済手段の分類 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

また、消費者から現金の支払いを受ける側である小売事業者等にも、現金の

管理負担が発生する。そして、これら現金を物理的に取り扱うことには紛失や

盗難のリスクが伴うため、金融機関や小売事業者等は警備保障会社等に現

金輸送を委託することが多く、警備保障会社が ATM や小売事業者に保管さ

れている現金を厳格かつ効率的に輸送している。決済を行う段階では単純に

見える現金決済も、実際には、ATM を運営する金融機関だけでなく、高機能

な ATM を製造するメーカーや現金輸送を担う警備保障会社等、様々な事業

者によって複層的に支えられている。 

キャッシュレス決済は、紙幣や硬貨ではなく、支払能力があることを示す情報

を交換することで取引が行われる。金融機関が提供する代表的な為替取引で

ある振込・送金は、指定された預金口座宛に資金を払い込むサービスである

が、実際に紙幣や硬貨が移動することはなく、送金人の口座残高の減少と受

取人の口座残高の増加が情報として記録される。物理的なモノの受け渡しが

行われないことから、現金決済には向かない遠隔地への送金も可能となる。 

毎月の公共料金やクレジットカード等の各種サービス利用代金の支払いを、

申込者が指定した預金口座から引き落とす口座振替サービスも、金融機関が

提供するキャッシュレス決済の一つである。日本では 50 年以上も前から提供

されており、小切手を郵送して生活費等を支払うことが一般的であった欧米と

異なり、日本においては生活に欠かせないインフラの一つとなっている。 

現在、一般的に利用されているカードは三種類に分類され、それぞれ取引の

前提となる資金や発行者、適用される法律が異なる（【図表 2】）。カード事業

は、銀行以外のノンバンクも提供可能なため多様な事業者が参入しており、

銀行、EC 事業者や小売事業者等様々な業態を出資母体とするカード会社が

展開するクレジットカードと、日本において独自に発展した決済サービスであ

る交通系事業者や小売系事業者が提供する非接触 IC 型電子マネーに代表

されるプリペイドカードが広く普及している。 

取引の方法 主な決済手段の種類 主なサービス提供者

現金決済  紙幣や硬貨の交換 - -

非現金決済
（キャッシュレス決済）

 支払能力があることを示す情報の交換

 為替（内国・外国）

 振込・送金

 口座振替

 金融機関

 資金移動業者

 カード

 クレジットカード

 プリペイドカード

 デビットカード

 クレジットカード会社

 信販会社

 金融機関

 前払式支払手段発行者

 その他

 仮想通貨
-

現金決済を支え

る様々なプレイヤ

ーが存在 

キャッシュレス決

済は情報の交換 

口座振替は生活

に欠かせないイ

ンフラ 

カード事業には

多様な事業者が

参入 
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【図表 2】 カードの分類 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

クレジットカードは、職業や年収等に基づいて事前にカード会社から付与され

た与信枠内で、商品の購入等が可能となる決済手段である。欧米では利用し

たクレジットカード代金を小切手を使って支払うことが一般的だが、日本では、

クレジットカードに登録した銀行口座から自動的に引き落とされるケースが多

い。また、その代金全額を一括で払うのではなく、分割して毎月決まった金額

のみを支払うリボルビング払いも利用されている。1960 年代から始まった日本

のクレジットカード事業には既に様々な事業者が参入し、近年ではクレジット

カードを自社の顧客を囲い込む手段として活用する EC事業者や小売事業者

が、取扱高を大幅に伸ばしている。 

プリペイドカードは資金決済法上の「前払式支払手段」に該当し、利用者から

モノやサービスの代金として事前に対価を受け取っているもの6と定義されて

いる。よって、前払式支払手段には、古くから使われている商品券、ギフト券

や図書カードも含まれるが、価値が記録されている場所の違いによって大きく

四種類に分類される（【図表 3】）。電子マネーという言葉には明確な定義がな

く、文脈によって使われ方が異なるものの、多くの場合、サーバ型か非接触 IC

型電子マネーを指して使われている。ただ、非接触 IC 型電子マネーには、

JCB が提供する QUICPay や NTT ドコモが提供する iD のようなプリペイド型

ではなく後払い機能を持つポストペイ型の電子マネーも存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 紙幣や郵便切手等の他の法律により効力が与えられているもの、乗車券や映画のチケット、有効期限が 6カ月以内のもの等は

含まれない。 

取引の前提となる資金

カードの種類

主なカード発行者

与信枠
（クレジットカード会社が提供）

 クレジットカード会社
 信販会社
 銀行

事前に入金された前払口座残高

 前払式支払手段発行者

銀行口座残高
（非与信）

 銀行

クレジットカード
プリペイドカード
（前払式支払手段）

デビットカード

規定している法律
 割賦販売法
 銀行法

 資金決済法  銀行法

EC 事業者や小売

事業者が提供する

クレジットカードが

拡大 

前払式支払手段

は価値の記録場

所によって四種

類に分類 
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【図表 3】 プリペイドカード（前払式支払手段）の分類 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

デビットカードは、商品の購入等に利用した金額が即時に銀行口座から引き

落とされる非与信の決済手段である。日本のデビットカードには、1999 年に開

始された J-Debit と今後普及が期待されるブランドデビットの二種類がある。J-

Debit は、金融機関で発行されたキャッシュカードを店舗での支払い等にその

まま利用できるサービスであり、2017 年 12 月末時点で 1,000 以上の金融機

関から発行されている。一方、クレジットカードのネットワークを活用し、VISA

や JCB のような国際ブランドと提携した金融機関が発行するブランドデビット

の発行金融機関数は、現状 40 行程度である。カード会社からの与信提供で

あるクレジットカードと異なり、口座残高からそのまま引き落とされるデビットカ

ードは、信用力が比較的低くクレジットカードを持つことが出来ない若年層や、

クレジットカードの使い過ぎを懸念する人々のニーズを獲得していくことが見

込まれている。 

最近注目度の高いビットコイン等の仮想通貨も、新たな決済手段の一つであ

る。2017 年の資金決済法改正により貨幣と同等の支払手段として規定された

こともあり、仮想通貨の中でも最大の時価総額を誇るビットコインは EC サイト

だけでなく大手小売・サービス事業者も決済手段として導入し始めている（【図

表 4】）。 

【図表 4】 ビットコイン決済が可能な大手事業者（店舗） 

 
（出所）各社公開情報よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

価値が記録されている
場所

例

紙  商品券、ギフト券、ビール券等

磁気  テレホンカード、QUOカード、図書カード等

サーバ

ハウス型プリペイドカード  自社や自社グループ内でのみ利用可能（スターバックスカード等）

国際ブランドプリペイドカード
 クレジットカードの国際ブランド（Visa、MasterCard、JCB等）の決
済システムを利用し、その国際ブランドの加盟店であれば利用可能

オンライン電子マネー
 インターネットやモバイルでの利用可能（iTuneカード、Amazonギフ
ト券、ウェブマネー等）

非接触IC型  交通系事業者や小売が発行する非接触IC電子マネー（nanaco、WAON、Suica等）

電
子
マ
ネ
ー

導入時期 事業者名

2017年4月 ビックカメラ（現状全店舗にて取扱可能）

2017年7月 メガネスーパー（現状全店舗にて取扱可能）、コジマ

2017年8月 マルイ（新宿マルイアネックスにて試験導入）

2017年9月 HIS（首都圏内にある38店舗にて取扱可能）

2017年10月 ぐるなび（決済サービス「ぐるなびPay」としてぐるなび加盟店舗に提供）

2018年1月 ヤマダ電機（都内2店舗で取扱可能）

デビットカードに

は J-Debit とブラ

ンドデビットの二

種類が存在 

ビットコインも決

済手段の一つ 
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しかし、現状個人がビットコインを保有する主な理由はビットコイン価格の値上

がりを期待した投機目的と考えられ、一般的な決済手段として浸透したとは言

い難い。今後も、決済手段の拡充を目的にビットコイン決済を導入する事業者

は増えることが想定されるものの、価格変動リスクが大きいビットコインを一般

消費者が決済手段として利用するようになるとは想定しづらい。 

資金決済法では、為替取引を営む金融機関以外の事業者を、資金移動業と

して規定している。資金移動業者は、①営業店型、②カード・証書型、③イン

ターネット・モバイル型の三つのタイプに分けられる。営業店型は主に出稼ぎ

労働者が自国に送金する際に利用する送金事業者、カード・証書型は海外

の ATM で現地通貨の引き出しを可能にする国際プリペイドカードを発行する

カード会社が中心となる。比較的新しいインターネット・モバイル型は、インタ

ーネット上やスマートフォンのアプリにあるアカウント間で送金、預金口座への

払い戻しが可能なサービスである。 

クレジットカード代金の口座振替による引き落としやクレジットカードによる非

接触 IC 型電子マネーへのオートチャージ等、各キャッシュレス決済手段間の

重複があるため、正確な数値を把握することは困難であるものの、キャッシュレ

ス決済手段別の決済金額及び決済比率は【図表5】の通りとなる。未来投資戦

略 2017において KPI設定されているキャッシュレス決済比率には含まれない

決済手段も含めると、日本のキャッシュレス比率は 34%程度と推定される。 

 

【図表 5】 キャッシュレス決済手段別の決済金額及び決済比率（対 2017年名目民間最終消費支出）  

 
（出所） ユーロモニター、一般社団法人日本資金決済業協会「資金移動業の実績推移」及び「発行事業実態調査

統計」、経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」、日本銀行決済関連統計、日本銀行「最近のデビ

ットカードの動向について」よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）振込・送金・口座振替の数値は、ユーロモニターによる数値から算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレジットカード（2017年）

デビットカード（2016年度）

資金移動業（2016年度）

振込・送金・口座振替（2017年）

前払式支払手段（2016年度）

主要非接触IC型電子マネー
（2017年）

カード

27.7兆円

52.3兆円

20.6兆円

5.2兆円

0.9兆円

0.8兆円

9.1%

17.2%

6.8%

1.7%

0.3%

0.3%

為替

合計 33.7%102.3兆円

決済手段 決済比率決済金額

仮想通貨の保有

は投機目的が中

心 

為替取引を営む

金融機関以外の

事業者は資金移

動業者に該当 

正確に把握する

ことは困難なもの

の、日本の現状

のキャッシュレス

比率は 34%程度 
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2．決済サービスの多様化について 

前節で述べた通り、日本では、決済手段が多様化し消費者の選択肢が増加

している。加えて、近年、スマートフォンや人間そのものを媒体とする新しい決

済サービスも登場している。スマートフォン決済は、事前に決済アプリとクレジ

ットカード番号や銀行口座を紐付けておくことでスマートフォンを決済に利用

できるサービスである。人間そのものを媒体として利用する決済サービスは、

指紋や顔、手のひら等の生体情報をクレジットカード等の情報と紐付けること

で高いセキュリティと利便性を実現している。現在は実験段階であるサービス

が多いものの、生体認証による決済サービスが広く実用化される未来はそう遠

くない。このような動きは、これまでプラスチックカードを前提としていたカード

決済手段から、情報を記録する媒体（プラスチックカード、スマートフォン、人）

の要素が切り離され、クレジットカード会社が提供する与信枠等の支払能力を

示す情報に変化しつつあると捉えることができる。 

また、従来磁気ストライプを読み取ることでデータのやりとりを行っていたプラ

スチックカードのインターフェースは、より高いセキュリティを担保した ICチップ

を利用したものが主流になりつつある。さらに、その IC チップを使った決済に

も、接触と非接触の二種類が存在する。日本では、クレジットカードは接触 IC

チップが太宗であるのに対し、交通・小売系電子マネーについては Sonyが開

発した近距離無線通信技術方式である felica を採用した非接触 IC チップが

浸透している。一方、海外では VISA の payWave や MasterCard の PayPass

に代表される近距離無線通信技術である Near Field Communication（以下、

「NFC」）を活用した非接触決済サービスが拡大している。 

スマートフォン決済のインターフェースには、カード同様非接触 IC チップが利

用されている他、スマートフォンにバーコードやQRコードを表示して店舗側の

端末で読み取る、もしくはスマートフォンのカメラで、店舗の決済端末に表示、

印刷された QR コードを読み取る等の仕組みが構築されている。 

これらのことから、現在の決済サービスは、個人が支払いを行うために相手に

資金を渡す方法や、支払能力があることを示す情報である決済手段、決済手

段を機能させるための情報を記録・携帯するための物理的な媒体、及び媒体

に記録された情報を伝達するための通信方法であるインターフェースの組み

合わせで構成されていると理解できる。それぞれの要素が多様化していること

から、日本で提供されている決済サービスは一層複雑化している（【図表6】）。 

 

 

 

 

 

 

 

決済の媒体とし

てスマートフォン

や人そのものを

活用するサービ

スも登場 

カードのインター

フェースは磁気ス

トライプから IC チ

ップへ 

スマホ決済には

複数のインターフ

ェースが存在 

多様な媒体、イン

ターフェースの登

場で決済サービ

スは複雑化 
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【図表 6】 決済サービスを構成する要素の多様化 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

近年市場が拡大している EC 取引においても、前述の決済手段を利用するこ

とが一般的となってきているが、市場拡大に伴い利用者のニーズも多様化し

たため、それに対応するように様々な EC 決済サービスが登場している。総務

省の通信利用動向調査によれば、EC の主な決済手段には、クレジットカード、

振込や電子マネー等前述したものが多く含まれる一方、消費者のあらゆるニ

ーズに対応するための決済サービスも発達・浸透してきている（【図表 7】）。 

【図表 7】 EC取引時特有の決済サービス 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
 

EC 取引はインターネットを通じて購入の申し込みが行われるため、利用者は

購入時点で商品自体の確認ができず、商品が予定通りに届くかどうか、期待

した通りの商品が届くかどうか分からない。また、情報セキュリティの観点から、

銀行口座やカードの情報をインターネット画面に入力することに不安を感じる

利用者も多い。そのため米国では ID 決済である PayPal が普及し、中国では

Alibaba のエスクロー機能7として成長した Alipay が拡大している。日本では、

クレジットカードが最も一般的な EC決済手段となっているが、EC事業者が販

                                                        
7 売り手と買い手の間に第三者を仲介させて取引の安全を担保する仕組み。 

媒体

決済手段
（機能）

インターフェース
（認証・読取技術）

プラスチックカード

 磁気
 接触IC
 非接触IC（NFC/felica）

携帯電話
スマートフォン

 非接触IC（NFC/felica）
 バーコード
 QRコード

人

 生体認証（指紋、顔、虹
彩、てのひら等）

クレジットカード プリペイドカード
デビットカード
（銀行口座）

決済の
タイミング

サービス 概要 主な事業者

購入申込時

キャリア決済
 ECサイトでの支払いを、通信事業者が通信料と合算して決済す
るサービス

 NTTドコモ
 KDDI

 ソフトバンク

ID決済
 一度ユーザーが登録したアカウントとアカウントに紐づいた決済
手段を利用して、別のサイトでも決済が可能なサービス

 Yahoo!ウォレット
 PayPal

 PAY ID

購入申込後、
商品到着時、
商品到着後

代金引換
 ECサイトで購入した商品の代金を物流事業者が代行して回収す
るサービス

 ヤマトフィナンシャル
 佐川急便

コンビニ収納  ECサイトで購入した商品の代金をコンビニで支払うサービス
 電算システム
 地銀ネットワークサービス

Pay-easy
 税金や公共料金、各種料金等の支払いを、パソコンやスマート
フォン、ATMから支払うことができるサービス

 日本マルチペイメントネット
ワーク

後払い
 ECで購入した商品到着後、請求書を使ってコンビニや銀行で支
払うことができるサービス

 ネットプロテクションズ
 ヤマトクレジットファイナンス
 GMOペイメントサービス

EC 決済方法も多

様化 

後払い決済サー

ビスは EC事業者、

利用者双方に大

きなメリット 
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売機会を逃さないよう、購入者のニーズによって購入代金を支払うタイミング

を後ろ倒しできる決済サービスも導入されている。特に、後払い決済サービス

は、利用者にとっては購入した商品の中身を確認してから代金を支払えると

いうメリットがあり、EC 事業者にとっては後払い事業者が購入代金を立て替え

て入金するため、未払いリスクを回避できるというメリットがあり、双方にとって

非常に利便性が高い決済サービスとなっている（【図表 8】）。 

【図表 8】 EC決済サービスの位置付け 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

カード会社が多数存在するだけでなく、上記 EC 取引特有の決済サービスが

複数登場していることから、EC 事業者が各決済サービスを提供する企業と個

別に契約を締結し、システム面も含めた EC 決済環境を整えていくことは、一

部の大手事業者を除き現実的ではない。そのため、EC事業者とカード会社を

含めた決済サービス提供者の間に入り、契約やシステム連携等を行う決済代

行会社（ペイメントサービスプロバイダー）も台頭している（【図表 9】）。 

【図表 9】 主な決済代行会社一覧 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

3．キャッシュレス化の進展について 

日本のキャッシュレス化の進展度合いについて、【図表 5】で示した決済手段

毎にみていきたい。現状、個人の振込・送金や口座振替のそれぞれの取扱高

を統計から正確に把握することは困難であるが、調査会社ユーロモニターに

よる数値から推計すると、2016年の個人の振込や口座振替の金額は約 28兆

決済のタイミング

決済手段
 現金
 振込・口座振替
 クレジットカード

 プリペイドカード
 デビットカード

購入申込後、商品到着時もしくは商品到着後

取引画面上で決済

購入申込時

別途登録された
ID等で決済

EC利用時特有の決済サービス

 代金引換（商品到着時）
 コンビニ収納（購入申込後もしくは商品到着後）
 Pay-easy（購入申込後もしくは商品到着後）
 後払い（商品到着後）

 キャリア決済
 ID決済

事業者名 設立

ソフトバンク・ペイメント・サービス 2004/10

GMOペイメントゲートウェイ 1995/3

ベリトランス 1997/4

ソニーペイメントサービス 2006/9

ペイジェント 2006/5
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円となる。 

日本の決済市場において、キャッシュレス化を最も牽引している決済手段はク

レジットカードである。クレジットカードショッピング取扱高は、リーマンショック

や東日本大震災等の影響による成長の鈍化やマイナス成長があったものの、

過去 10 年間拡大し、足下では 52 兆円に達している（【図表 10】）。業務種類

別では、小売店（百貨店、総合スーパーとその他小売店の合計）のシェアが

下がり、その他が拡大傾向にある（【図表 11】）。その他には、クレジットカード

決済が全体の 6～7 割を占めると言われる EC 決済の他、家賃や税金等も含

まれることから、近年の国内 EC 市場拡大やクレジットカードの利用可能領域

の拡大を背景に増加していると考えられる。 

【図表 10】 クレジットカードショッピング 

取扱高の推移 

【図表 11】 業務種類別                 

クレジットカードショッピング取扱高シェアの推移 

  
（出所）【図表 10、11】とも、経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

EC 決済と同様に、実店舗事業者向けの決済代行事業者の登場に伴いカー

ド加盟店の裾野が拡大していることも、クレジットカード市場の拡大に影響して

いる。米 Square や Coiny はスマートフォンに装着するだけでカード決済が可

能となるカードリーダーを、楽天カードやリクルートGはスマートフォンやタブレ

ットと Bluetooth 等で通信するカード決済端末を開発し、カード会社との直接

契約よりも低い手数料で決済サービスを展開している。これらのサービスの登

場により、従来手数料の高さ等から導入を躊躇していた中小規模の小売店舗

事業者もカード決済を採用しやすくなっている。 

楽天カードは、近年のクレジットカード市場の成長を牽引するカード会社の一

つである。楽天カードのカードショッピング取扱高は、ここ数年前年度比+20%

以上の成長を維持しており、足下では三井住友カードや三菱 UFJ ニコス等の

銀行系カード会社を凌駕するまでに至っている。楽天カードは、カードへの入

会と同時にポイントを付与することで楽天市場の膨大なユーザーをカード会

員に誘導することに成功している。そして、カードの利用件数や総額に応じて

ポイント付与率を変える等、カード会員に楽天経済圏のみならずそれ以外の

支払いにも楽天カードを利用するようにインセンティブを与えることでメインカ
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ード化に繋げている。モバイル経由の EC利用拡大に伴い、モバイルからのカ

ード申込の簡素化等カード事業のモバイル戦略重視への転換も功を奏して

いる。 

前払式支払手段（プリペイドカード）の使用総額を表す回収額は、近年横ばい

で推移している（【図表 12】）。しかし、そのうち 10兆円以上を占める「その他8」

を除いた業種別回収額は拡大傾向にあり、クレジット・割賦販売や発行専門

会社、次いでスーパーや運輸が上位を占める（【図表 13】）。 

【図表 12】 前払式支払手段の発行額と 

回収額の推移 

【図表 13】 業種別前払式支払手段回収額の   

推移（除く「その他」業種） 

  
（出所）【図表 12、13】とも、一般社団法人日本資金決済業協会「発行事業実態調査統計」よりみずほ銀行 

産業調査部作成 

 

前払式支払手段市場拡大の背景には、カード会社や信販会社が従来のクレ

ジットカード加盟店で利用可能な国際ブランドプリペイドカードの発行を強化

していることや、交通系や小売系事業者の非接触 IC 型電子マネーの普及が

ある。2013年に始まった交通系 IC カード全国相互利用サービス9により、1枚

の交通系 IC カードが全てのエリアの鉄道・バス、加盟店で利用可能となって

いる。各交通系発行事業者が、駅ナカや街ナカの店舗、自動販売機やコイン

ロッカーの加盟店開拓を推進しているため、この相互利用サービスは大きな

効果を発揮し、消費者の利便性は一層向上していると考えられる。 

また、セブン&アイ・ホールディングスが提供する nanaco やイオングループの

WAONに加え、ユニー・ファミリーマートホールディングスの unikoや全国のス

ーパーマーケットで構成される CGCジャパンが展開する CoGCa等、多くの流

通系事業者も非接触 IC型電子マネーを発行し、取扱高を伸ばしている。これ

らのことから、非接触 IC 型電子マネー市場は成長を続け、足下の決済金額

は 5 兆円を突破しており（【図表 14】）、電子マネーは、小額決済ツールとして

                                                        
8 「その他」業種には、遊行目的の前払式支払手段が多く含まれていると考えられる。 
9 「Kitaca」（北海道旅客鉄道）、「PASMO」（パスモ）、「Suica」（東日本旅客鉄道）、「manaca」（名古屋交通開発機構他）、

「TOICA」（東海旅客鉄道）、「PiTaPa」（スルッと KANSAI）、「ICOCA」（西日本旅客鉄道）、「はやかけん」（福岡市交通局）、

「nimoca」（ニモカ）、「SUGOCA」（九州旅客鉄道）の 10種類の交通系 ICカードで展開。「PiTaPa」は、プリペイドではなくポスト

ペイ方式のため、乗車券での相互利用のみ。 
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消費者の生活に浸透しつつあることが分かる。 

【図表 14】 主要非接触 IC型電子マネーの決済金額と決済件数の推移 

 

（出所）日本銀行決済関連統計よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）主要電子マネーは、楽天 Edy、SUGOCA、ICOCA、PASMO、Suica、Kitaca、WAON、nanacoの 8種類 

 

デビットカード市場は、国際ブランドデビットの拡大により決済金額、件数とも

に増加傾向にあるものの、市場規模は 9,000億円程度とまだ小さい（【図表 15、

16】）。足下発行金融機関が増加していることでブランドデビットが急速に成長

しており、既存のクレジットカード加盟店で利用できることから、今後もその傾

向が続くものと想定される。 

 

【図表 15】 デビットカード利用状況           

（決済金額） 

【図表 16】 デビットカード利用状況        

（決済件数） 

  

（出所）【図表 15、16】とも、日本銀行「最近のデビットカードの動向について」よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

一方、日本独自のデビットカードである J-Debit の取扱は、2016 年に約 4,000

億円となり 10年間で半減した。2017年 5月に公表された日本銀行の「最近の

デビットカードの動向について」では、この要因としてスーパーやコンビニエン
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スストア等の加盟が限定的であることが考えられると指摘されている。1,000 以

上もの金融機関が発行するキャッシュカードを持つ全ての人という膨大な会

員基盤を持ちながら、加盟店開拓が進んでおらず、その会員基盤を十分に活

かせていない状況となっている。 

資金決済法が施行された 2010 年以降、米国発祥の送金業者であるウエスタ

ンユニオンや個人間送金サービスである LINE Pay等、資金移動業者数は拡

大しており、送金金額・件数も増加している（【図表 17】）。なお、個人間送金サ

ービスには、paymoやKyashのように資金移動業者としての形をとらずに事業

を展開している企業10も存在するため、この実績に含まれない送金が行われ

ていることも踏まえておく必要がある。 

【図表 17】 資金移動業者の実績推移 

 

（出所）一般社団法人日本資金決済業協会「資金移動業の実績推移」よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

このように日本でもクレジットカードや非接触 IC 型電子マネーを中心とするプ

リペイドカードの利用が拡大し、キャッシュレス化が進んでいる。デビットカード

市場も、金融機関によるブランドデビットの取組強化や消費者の認知度が向

上することによって、今後、日本のキャッシュレス化を後押ししていくと考えら

れる。 

しかし、国際的にみれば、日本のキャッシュレス化は劣後している状況にある。

国際決済銀行（BIS）の決済・市場インフラ委員会（Committee on Payments 

and Market Infrastructures、以下、「CPMI」）は、毎年「CPMI メンバー国11の決

済システム統計書」を公表している。そのデータを元に現金流通残高とカード

決済金額の対名目 GDP 比率を見ると、カード決済の比率が高い程現金流通

残高が小さくなるという相関関係が認められる。すなわち、カード決済比率が

低く、現金流通残高が多い右下に位置している日本は、相対的にキャッシュ

レス化が進展していない状況にあることが確認できる（【図表 18】）。 

 

 

                                                        
10 Paymoは収納代行事業者、Kyashは前払式支払手段発行者として事業展開。 
11 オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、ユーロ圏、フランス、ドイツ、香港、インド、イタリア、日本、韓国、メキシコ、

オランダ、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国。 
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【図表 18】 現金流通残高とカード決済金額の対名目 GDP比率 

 
（出所）Bank For International Settlements, Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI  

countries -Figures for 2016 よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）カード決済金額は、クレジットカード、電子マネー、デビットカードによる決済金額の合計。 

 

日本の現金流通残高対名目 GDP 比率は、2016年で約 20%と CPMI の平均

である 9%と比較して突出して高く、加えてまだ増加傾向にある。また、日本銀

行「BIS 決済統計からみた日本のリテール・大口資金システムの特徴」では、

現金には法定通貨としての強制通用力や一般受容性に加え、物理的な受け

渡しにより決済を終了させることができる支払完了性、匿名性等のメリットがあ

り、これらのメリットを反映して日本ではカード決済より現金決済が選ばれてい

ると指摘している。 

日本のカード決済比率の内訳を見ると、クレジットカードの決済比率は現金流

通残高が突出して低いスウェーデンやキャッシュレス化が進展している英国と

比較して高い一方で、デビットカードの決済比率がかなり低いことが分かる

（【図表 19】）。これは、日本で加盟店の少なさ等から J-Debit があまり普及せ

ずデビットカード市場の成長が伸び悩んでいる中、他の国ではクレジットカー

ドを取得するための審査のハードルが高く、多くの人がデビットカードを使って

いることが背景にあると考えられる。日本では、クレジットカード発行の審査が

相対的に厳しくないため、多くの人がクレジットカードを持つことが可能であり、

デビットカードより先に浸透した。 
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【図表 19】 日本、スウェーデン、英国及び CPMI平均のカード決済比率 

 
（出所）Bank For International Settlements, Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI  

countries -Figures for 2016 よりみずほ銀行産業調査部作成 

絶対水準が極めて低いものの、電子マネーの決済比率が相対的に高いこと

は日本の決済市場の特徴である。交通系や流通系事業者が発行する非接触

IC 型電子マネーが、加盟店の拡大や交通系 IC カードの相互利用サービス

導入により利便性が高まり、消費者の日々の決済手段として浸透してきている

ことから、独自の成長を見せている。なお上記数値の内、電子マネーは日本

銀行の決済統計で調査されている主要な非接触 IC 型電子マネー8 種類12の

み、デビットカードは J-Debit のみが対象となっている。前払式支払手段に該

当するプリペイドカードやブランドデビットの数値を含めると、日本のカード決

済比率はもう少し高いことが想定されるものの、それでも主要先進国のカード

決済比率には追い付かない。 

 

4．現金決済を支える要素について 

一人あたりのカード保有枚数を見ると、日本は他国を上回っている（【図表

20】）。金融機関が発行するキャッシュカードが J-Debitカードとして計上されて

いることを勘案しても、CPMI平均の 2.8枚に比べて多い水準にあると言える。

日本の消費者はカードを複数保有しているにも関わらず、あまり使っておらず、

現金決済を中心にしていることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 主要電子マネーは、楽天 Edy、SUGOCA、ICOCA、PASMO、Suica、Kitaca、WAON、nanacoの 8種類。 

クレジットカード

電子マネー

デビットカード

10.0%

1.0%

0.0%

日本

12.1%

0.43%

12.7%

CPMI平均

5.2%

0.0%

17.5%

スウェーデン

7.9%

-

37.6%

英国

電子マネーの決

済比率が高いこ

とは、日本の決

済市場の特徴 

日本人はカード

保有枚数は多い

ものの、利用は

少ない 



 

 
日本の決済市場の現状とキャッシュレス化進展に向けて  

 

 Mizuho Industry Focus 

18 

【図表 20】 種類別カード保有枚数 

 
（出所）Bank For International Settlements, Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPMI  

countries -Figures for 2016 よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）2016年の数値がない場合は 2015年の数値を使用。 

 

そうした現金決済選好を支えている一因が、充実した金融機関の支店・ATM

網にある。日本の金融機関は膨大なコストと時間を費やし、主要都市を中心

に支店網を構築してきた。更に、それを補完するように駅や SC 等の人が集ま

る場所に多くの ATM を設置している。金融機関に留まらず大手コンビニエン

スストアも傘下に銀行や ATM ネットワーク会社を抱え、来店客数の増加や売

上管理等小売業とのシナジーも狙い、日本全国に点在するコンビニ店舗に

ATM を設置している。その結果、日本の金融機関店舗数・ATM 数は国土の

広さを踏まえると他の先進諸国より多い状況にある（【図表 21、22】）。 

【図表 21】 1,000㎢あたり金融機関店舗数 【図表 22】 1,000㎢あたり ATM数 

  

（出所）【図表 21、22】とも、IMF, Financial Access Survey等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注 1）日本の商業銀行店舗数にはゆうちょ銀行代理店としての郵便局を含む。欧米諸国には、商業銀行、協

同組織金融機関に含まれない金融機関も存在。 

（注 2）各国入手可能な最新数値を使用。 
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金融機関や ATM 製造メーカーの努力により、ATM で現金を引き出すまでに

要する時間の短縮や操作方法の改善も進んでいる。最近では生体認証も取

り入れられ、事前に登録しておけば指紋を照合するだけで現金を引き出せる

等、現金の引き出しにかかる利便性は更に向上している。 

現金決済が選ばれるもう一つの理由として、紙幣そのものへの信頼の高さも

指摘できる。日本銀行券の偽造防止技術は世界最高峰と言われており、偽造

するとしても多大なコストを要することが想定される。結果、日本の偽造通貨流

通量は低く抑えられており、国立印刷局の資料によると、ユーロ券、ドル券、ポ

ンド券の偽造紙幣発見枚数は、それぞれ日本銀行券の 223倍、659倍、1,585

倍となっている。日本の紙幣に対する信頼の高さは、安心感のある現金決済

の実現に繋がっている。 

また、海外の主要都市と比較すると、日本は犯罪認知件数が少なく、極めて

治安が良い国である（【図表 23】）。実際、普段身の危険を感じることはほとん

どないことから、特に躊躇することなく、現金を持ち歩いているのではないだろ

うか。この治安の良さも現金決済比率が高い理由の一つと考えられる。 

 

【図表 23】 人口 10万人あたりの犯罪認知件数（窃盗） 

 

（出所）香港警察「Police in Figure2016」よりみずほ銀行産業調査部作成 
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をレジに投入すれば、自動的におつりが出てくる自動釣銭機や店員がいなく

ても支払いが可能なセルフレジも登場しており、現金決済の効率性向上に繋

がっている。 

ここまで述べてきたように、日本にはキャッシュレス決済手段が多く存在するに

も関わらず、多大なコストをかけて現金社会システムが支えられており、消費

者が現金決済を選びやすい環境が提供されている。 
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Ⅲ．海外各国におけるキャッシュレス化の状況 

本章では、日本におけるキャッシュレス化推進の参考にすべく、キャッシュレス

化が進んでいると考えられる米国、英国、スウェーデン、及び中国に注目し、

各国でどのようにキャッシュレス決済が普及しているのかを把握し、その背景

等について分析する。 

１．米国 

カード決済大国である米国では、キャッシュレス化が進展しており、2016 年の

個人消費のうちクレジットカード決済は 30%超、デビットカード決済は約 25%

であり、合わせて 55%を超える一方、現金決済比率は 15%程度まで低下して

いる（【図表 24】）。2021年には、クレジットカードを中心として更にキャッシュレ

ス化が進み、現金決済比率は 15%以下となり、これまで一般的な決済手段で

あった小切手決済も大きく比率を落とすことが予想されている。 

 

【図表 24】 米国の個人消費に対する決済手段別シェアの推移（決済金額） 

 

（出所）THE NILSON REPORT よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）2016年の米国個人消費は 12.8兆ドルであり、そのうち商品やサービスの購入は 9.9兆ドル。残りの 2.9兆ド

ルは、軍隊含む従業員への食料や衣料の支給等決済を伴わないものであるため、THE NILSON REPORTで

は 9.9兆ドルを個人消費として決済手段シェアを算出。 
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13 米国には Equifax、Trans Union Credit Information、Experian という 3大個人信用情報機関が存在。日本には、経済産業大臣
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険取引、雇用調査等を行う際の重要な判断材料の一つとされているため、米

国で生活する個人にとって必要不可欠なものとなっている。 

金融機関等はこの個人信用情報機関の存在によって、自社だけでは収集で

きない規模の消費者信用情報に加え、FICOスコアという米国全土で統一され

た個人の支払能力を評価した数値も入手可能となることから、効率的にクレジ

ットカード事業を展開できる。また、FICO スコアは個人がクレジットカードを使

って期日通りの支払いを重ねることで評価が上がる仕組みになっているため、

米国の消費者にとって、クレジットカードを使用するインセンティブを高めてい

ると考えられる。 

クレジットカードから 30 年以上遅れて登場したデビットカードは、2008 年の金

融危機により、金融機関の経営状況悪化に伴い与信が厳格化され、クレジッ

トカードの発行制限や利用上限の引き下げが行われたため、利用者が急速

に増加した。また、同じ非与信取引としてこれまで主流であった小切手の代替

手段としても利用が広がっている。 

米国カード業界は、セキュリティの弱さという課題を抱えていた。磁気ストライ

プ型カードはデータが暗号化されておらず比較的簡単にスキミングできるた

め、偽装カードが作られる要因の一つになっていた。このことは米国だけでな

く欧州も含めた世界のカード業界にとって大きな問題であり、情報が暗号化さ

れた状態で保管される安全性の高い IC チップ搭載型カードへの切り替えが

求められていた。欧州では、欧州中央銀行が主導したことから、IC カードの統

一規格である EMV14化の進捗が早かった一方、米国ではその遅れが指摘さ

れていた。カード決済発祥の地である米国では従来の磁気ストライプ型カード

を前提にカード決済のエコシステムが社会の隅々まで高度に構築されており、

新たな決済サービスが普及しにくい状況に陥っていたと考えられる。 

かかる状況下、2013年 11月に大手ホームセンターTargetのシステムがハッキ

ングされ数千万人分の個人情報が盗まれる事件が発生し、その他の企業に

おいても POS システムへの進入等による情報漏えいが相次いで発生した。こ

れを契機として 2014 年 10 月、オバマ大統領が IC チップ搭載型カードの普

及を目的にクレジットカード使用の安全性強化を企図した大統領令に署名し

たことを受け、米国でも足下急速に EMV 化が進んでいる。その EMV化に合

わせて、小売店側では非接触 ICチップ（NFC）への対応も進んでおり、スマー

トフォン決済サービスの土壌が急速に整いつつある。 

Google は 2011 年、NFC を使用した米国で最初のスマートフォン決済サービ

ス Google Wallet を開始した。しかし当時は NFC による決済に対応した店舗

が少なかったため、すぐには普及しなかった。その後、Apple は、前述の個人

情報漏えい事件を経験した米国消費者に対し、セキュリティの高さを差別化

要素としてアピールする Apple Pay を 2014 年に発表した。Apple Pay では支

払時に iPhone の指紋認証機能を使って本人確認を行うとともに決済処理にト

ークン化 15の技術を使用しており、クレジットカード番号等の個人情報を

iPhone やクラウド上に残さない仕組みになっている。更に、Samsung Pay も登

場し、加盟店の非接触 NFC 対応が進んできたことで、米国のスマートフォン

                                                        
14 Europay、MasterCard、VISAが定めた ICカードに関する標準仕様。EMV仕様に準拠するカードや決済端末、ATM等の総

称。 
15 Tokennization。カード番号等の機密データを乱数により生成する別の文字列に置き換え、保存・利用する技術。 
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決済はようやく本格普及期に入ったと考えられる。 

個人消費の決済手段ではないが、個人間送金市場も成長している。PayPal

傘下の Venmo は、事前に銀行口座やデビットカード等をアプリに登録してお

くことで簡単に個人間送金を可能とするサービスであり、SNS の役割も果たす

ことから若者を中心に利用が拡大している（【図表 25】）。この勢いに対抗すべ

くWells Fargoや Citibank含む大手銀行団が 2017年に立ち上げたのが Zelle

である。Zelle は、電話番号やメールアドレスを使ってリアルタイムに送金する

ことができ、各金融機関が提供しているモバイルバンキングアプリ内で提供さ

れる決済サービスである。2017 年の一年間で Zelle を使った送金は 750 億ド

ルに達し、サービス開始以降も参加行は増加し、2018 年 3 月現在、合計 60

行を超えている。 

 

【図表 25】 Venmo決済金額の推移 

 

（出所）PayPal Financial Release よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

2．英国 

英国ではデビットカード決済が成長しており、2016 年の決済金額は既にクレ

ジットカードの倍以上となっている（【図表26】）。決済件数においても、2016年

の 1 年間で決済件数全体に占めるデビットカードのシェアは 3%PT 以上上昇

する一方、現金決済のシェアは約 5%PT も低下した（【図表 27】）。英国の金

融全般に関わる業界団体である UK Financeによると、今後もこの傾向は継続

することが見込まれ、2026 年にはデビットカードは 45%弱までシェアを高める

一方、現金は 21%程度まで半減することが予想されている。 
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【図表 26】 カード決済取扱高の推移  【図表 27】 決済手段別件数の推移 

  
（出所）【図表 26、27】とも、UK FINANCE, Quarterly Market Trends、Payments UK, UK Payment Markets 2016, 

2017 Summary よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【図表 28】 非接触カード累計発行枚数の推移  【図表 29】 非接触カード月間決済金額の推移  

  

（出所）【図表 28、29】とも、UK FINANCE, Contactless card statistics よりみずほ銀行産業調査部作成 

ロンドン交通局では、VISA や MasterCard が発行する非接触 EMV カードで

ある payWave や PayPass を、バスや鉄道の乗車券としてそのまま使えるサー

ビスを開始しており、既にキャッシュレス 100%を達成している。公共交通に加

え、スーパーやファーストフード店等でも EMV 対応が進んでいる。従来小切

手の代替として成長していた英国のデビットカード市場は、近年非接触による

利用が浸透することでこれまで現金が中心であった小額決済手段としても利

用されており、継続的に成長している。 

英国の特徴は、政府が FinTech を含めた決済分野の改革に積極的な姿勢を

とっていることである。2000 年代、英国では、公正取引庁を中心に決済分野

の競争とイノベーションを促進させることを目的としたペイメント・システム・タス

クフォースが設置された。2007 年には同タスクフォースに代わり、Payments 

Council（英国決済協議会）が設立され、小口決済システムである BACS や、

大口決済システムである CHAPS、24時間 365日ほぼリアルタイム送金を実現

する銀行間決済システムである Faster Payments等の推進を担っていた。その

後、Payments Counsil は小切手の取扱いに関連して国民の反発を買ったこと

を契機に消滅したものの、決済分野の競争政策を担う規制当局として、2014

年に Payment Service Regulatorが新たに設置された。 

近年、新たな決済サービスも登場してきた。Paym は、消費者がダウンロードし

たアプリ上で自分の銀行口座と携帯電話番号を登録しておくことで、簡単に

送金することができるサービスである。これは、Faster Payments または ATMネ

ットワークシステムである LINK を経由するため、リアルタイム決済が可能とな

っている。参加金融機関によって立ち上げられた運営組織 Mobile Payment 

Service Company（以下、「MPSCo」）によると、2016 年 1 月～6 月までの取扱

金額は約 100 万ポンド（2015 年 7 月～12 月は約 76 万ポンド）、登録ユーザ

ー数は 400万件となっている。 
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3．スウェーデン 

スウェーデンは、現金流通残高が圧倒的に低い国である（【図表 18】）。1年前

と比較しても約 12%減少している。特に 100 クローネ紙幣と 500 クローネ紙幣

を中心に流通残高が減っていることを確認できる（【図表 30、31】）。 

【図表 30】 現金流通量の推移  【図表 31】 金額別紙幣の流通残高  

  

（出所）【図表 30、31】とも、Riksbank, Statistics on notes and coins よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

その一方、カード決済においては、デビットカード市場が拡大しており、2016

年のデビットカードの決済金額は約 8,000 億クローネ、スウェーデンの名目

GDP対比 17%に達している（【図表 32】）。 

【図表 32】 クレジットカード・デビットカードの決済金額・件数の推移 

 

（出所）Riksbank, Payment statistics よりみずほ銀行産業調査部作成 
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スウェーデンのキャッシュレス化が進んでいる背景には、スウェーデン政府や

中央銀行の脱税対策、コスト削減、犯罪対策等複数の要因が存在する。欧州

の他の国と同様、小売事業者による付加価値税納付逃れに悩まされていたス

ウェーデン政府は、小売店のレジに売上情報を政府に伝える装置の設置を

義務付けた。この脱税対策は、スウェーデン社会の現金離れの推進を後押し

することに繋がったと考えられる。また、紙幣発行業務のコスト削減の観点から、

中央銀行は段階的に高額紙幣を廃止してきた。更に、銀行強盗回避に向け

た民間銀行の労働組合の要求を受け、スウェーデンの多くの銀行では支店に

おける現金の取扱停止や ATMの撤去が進んでいる。 

スウェーデンの主要 6 銀行が協働し 2012 年に創設した Swish は、現金決済

の減少に拍車をかけている。スウェーデン全人口 975万人のうち、既に 600万

人が利用する Swishは、電子認証サービスであるモバイル Bank ID と連携す

ることで受取人の携帯電話番号を利用した送金を可能とするサービスである。

銀行間の 24 時間 365 日リアルタイム決済システムである bankgirot とリンクし

ているため、即時決済が可能となっており、2017 年 5 月からは QR コードも使

えるようになっている。利用者には手数料がかからないことから、サービス開始

以降、爆発的にその利用が広がっている。 

スウェーデンの中央銀行である Riksbank は、法定通貨クローナのデジタル版

である「e クローナ」の発行について検討を開始している。「e クローナ」は、発

行主体が存在しない仮想通貨とは異なり、現金同様、国が発行主体となって

中央銀行が発行量を操作する通貨である（【図表 33】）。物理的な紙幣や硬貨

の発行ではなくデジタルデータであることから、支店や ATM を全国に展開す

る必要がないため、従来中央銀行と消費者の間に存在した民間銀行を介在

しなくても、中央銀行が消費者の口座を管理し直接電子通貨を発行すること

も可能となる。その場合、決済分野において民間銀行の役割・存在意義が大

きく低下することも想定される。 

【図表 33】 通貨の種類毎の特徴 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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4．中国 

中国では決済分野の進化が社会のあり方を変えようとしている。中国人民銀

行主導で中国銀聯が設立された 2002 年以降、デビットカードを意味する「借

記カード」を中心にカード発行枚数が増加している（【図表 34】）。中国の 2016

年時点の人口は 13.8億人であることから、クレジットカードは一人当たり 0.3枚、

デビットカードは 3.6枚保有していることになる。また、中国人民銀行が毎年発

行しているアニュアルレポートによると、デビットカードとクレジットカードを合わ

せた銀行カードによる決済金額は、約 56 兆人民元に達している（【図表 35】）。

但し、足下その伸びが鈍化しており、その背景には、以下で説明する決済ア

プリの拡大が影響していると推察できる。 

 

【図表 34】 カード発行枚数推移  【図表 35】 銀行カードによる決済金額推移  

  

（出所）【図表 34、35】とも、THE PEOPLE’S BANK OF CHINA Annual Report よりみずほ銀行産業調査部 

作成 
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大量に流通しており、消費者の銀行券に対する信用度が低かったこと、中国

で発行されている紙幣の最高券面金額は 100 元という日本円で 2,000 円にも

満たない小さな額であり、高額商品の購入には大量の紙幣を持ち歩く必要が

あるという不便さも影響した。 

かかる状況下、Alipay とWeChatPay というモバイル決済アプリの登場によって、

中国のキャッシュレス化は他の先進国を追い抜く程にまで急拡大している。そ

れぞれの 5 億人、6 億人とも言われるユーザー数を擁する Alipay と

WeChatPay は、事前にスマートフォンにダウンロードしたアプリにデビットカー

ドやクレジットカードを登録してアカウントにチャージしておけば、店舗におけ

る支払い時にはスマホに表示される QR コードを POS 端末で読み取ってもら

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

デビットカード クレジットカード その他

（億枚）

クレジットカード

デビットカード

その他

（CY）

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

（兆人民元）

（CY）

2000 年代以降デ

ビットカードが普

及 

様々な要因がカ

ード利用を後押し 

決 済 ア プ リ の

Alipay と

WeChatPay の登

場 



 

 
日本の決済市場の現状とキャッシュレス化進展に向けて  

 

 Mizuho Industry Focus 

28 

うか、店舗側に表示されている QR コードをスマートフォンのカメラでスキャン

することで、即時に決済できる仕組みとなっている。この二つのアプリの爆発

的な普及は、決済市場だけでなくその他のサービスや人々の生活様式までも

変えようとしている。 

Alipay は、中国最大の EC サイトを運営する Alibaba の金融子会社 Ant 

Financial が展開するオンライン・モバイル決済サービスである。もともとは個人

間の EC 取引において、安心できる決済を実現するためのエスクロー機能とし

て開始されたため、中国の EC 市場拡大を背景にユーザーを獲得していった。

それが現在では、QR コードを用いて実店舗での決済にも使われるようになり、

利用者は 5億人、年間決済金額は 1.7兆ドルに上っているとの報道もある。 

当然、Alipay の利用拡大の裏には Alipay 加盟店の拡大がある。Alipay アカ

ウントを保有し、QR コードを紙に印刷して店頭で提示しておけば支払いを受

けられるため、中小・零細小売事業者から屋台まで、端末を導入する必要が

ないことから、加盟店は一気に中国全体に広がった。 

中国では、QR コード決済を活用したシェアサイクルも急速に浸透している。こ

のシェアサイクルは、自転車に付いているQRコードを読み取ることによって自

転車の鍵が解除され、自動的に決済が行われる仕組みになっているため、店

舗も店員も存在しない。本人認証と決済を一気に済ませることができる QR コ

ードの登場は、新たな事業展開のハードルを下げ、様々なイノベーションの創

出に一役買っていると考えられる。 

Ant Financial の傘下には、Alipay に加え個人信用情報サービス会社である

芝麻信用、オンライン投資信託である余額宝やオンラインデジタル銀行である

My Bank等が存在する。Alipay口座保有者に対しアプリを通じて様々な金融

サービスが提供されていることも、Alipayの成長を支えている。 

芝麻信用では、Alipayを中心に Alibabaグループが様々なサービスを提供す

ることで得たビッグデータを用いて、個人の信用スコアを算定している。その信

用スコアは Alibaba グループにおける商品購入、Alipay を使った支払いや、

投資等の実績を積み重ねる程スコアが上がる仕組みになっている。そして、そ

のスコアに応じて、借入金利や借入上限が変わるだけでなく、スコアが高けれ

ばホテル予約時にデポジットが無料になる等、高スコア保有者は Alibabaグル

ープ内外のサービスを利用する際に様々なメリットを享受することができる。従

って、多くの中国人消費者はスコアを上げるために積極的に Alipay を使って

おり、その情報を活用した新たなサービスが開発されることでAlipayの利便性

が更に高まり、利用者が更に増加するという好循環を生み出している。 

WeChatPay は、提供しているアプリや仕組みは Alipay と大きな差はないもの

の、その運営主体や利用者獲得の経緯が異なる。WeChatPay は、中国最大

のソーシャルメディアであるWeChatを運営する、中国大手 IT企業 Tencentに

よって運営されている。Alipayより後発であるものの利用者数でWeChatPayが

Alipay を上回ることができたのは、WeChatPayが利用頻度の高いチャットアプ

リに組み込まれているものであったからと考えられる。日本のお年玉にあたる

紅包を利用してキャンペーンを実施し一気に利用者を広げ、チャットアプリの

一部として常にユーザーの目に付くところに配置されることで、6 億人以上の

ユーザーを獲得し、決済金額は 1.2兆ドルとも言われている。 
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米国、英国、スウェーデン、中国のキャッシュレス化の状況をまとめると【図表

36】の通りとなる。最もキャッシュレス化を牽引する決済手段は国によって異な

るものの、キャッシュレス化進展の背景には、消費者や政府等に現金ではなく

キャッシュレス決済手段を利用する、もしくは利用を促す理由が存在すること

が分かる。また、複数の国において、本来競合関係にある銀行の協働によっ

て新たな決済サービスの創出が行われている。 

【図表 36】 各国のキャッシュレス化の状況のまとめ 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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済では、それ自体に価値がある紙幣や硬貨を入手し、携帯し、実際に価値と

して使用できることが不可欠である。日本の現金決済を支える要素である①金

融機関の充実した支店・ATM 網、②治安の良さ、③偽札流通量の少なさは、

その一連の行為において、①が現金を入手することの利便性を向上させ、②

が現金を持ち歩くことの安全性に繋がり、③では現金そのものが期待通りの価
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い優位性を構築できていると考えられる（【図表 37】）。 
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【図表 37】 日本における現金決済の優位性を構築している要素 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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つまり、キャッシュレス社会に移行するためには、店舗等でキャッシュレス決済

環境が整っていることに加え、キャッシュレス決済を利用することにインセンテ

ィブを与えるか、現金決済にディスインセンティブを与えるかのどちらか、また

は両方が必要であり、現金決済と比較したキャッシュレス決済の優位性を高く

維持することが重要となる。アジア通貨危機後、韓国政府はクレジットカード利

用額に応じた所得控除やカード領収書のくじ制度18を含むクレジットカード利

用促進策を実施した。延滞の大量発生やカード会社が経営難に陥る等の問

題はあったものの、この政策はカード決済比率の大幅上昇をもたらすことに成

功し、足下では韓国のクレジットカード決済比率は民間最終消費額の 70%以

上に達している。 

一方、日本でもキャッシュレス化を後押しする環境変化が生じつつある。現金

決済の優位性を支える一つとなっている金融機関の支店・ATM 網の縮小と、

キャッシュレス決済を前提としたサービスの拡大である。 

2．金融機関を取り巻く厳しい環境について 

今後、日本の金融機関を取り巻く環境は益々厳しくなる。2017 年に最終化さ

れたバーゼルⅢは、金融危機の再発を防ぎ、国際金融システムのリスク耐性

を高める観点から、金融機関に対しより高い自己資本比率や保守的なリスク

テイク等を求めている。この国際基準に基づき、金融庁は国内のみで営業す

る金融機関に対する国内法の検討も進めており、これらの規制強化に伴い、

日本の金融機関は自己資本の積み増し等規制対応コストの増加が避けられ

ない状況にある。 

日本銀行の「金融システムレポート」でも指摘されている通り、人口減少や経

済成長の長期鈍化等の日本特有の社会的課題は、金融機関の支店・ATM

網の存続に大きな影響をもたらす可能性がある。従来、日本の金融機関は出

来る限り多く出店して預金を集め、規模を拡大することで利益拡大を実現して

きたため、狭い国土に店舗が密集しており、激しい店舗間競争に陥っている。

加えて、他行への預金流出を危惧し、預金関連手数料等を徴収していないこ

とから、欧米の金融機関と比較して手数料収入の多様化も進んでいない（【図

表 38】）。収益が資金利益に依存しているこの状況下、ゼロ金利政策に加え、

顕現化しつつある人口や企業数の減少は金融機関の貸出競争に拍車をかけ、

収益を更に圧迫している。このような厳しい事業環境への変化を受け、金融機

関は現金決済を支えていた店舗や ATM 等の伝統的な金融インフラも含むビ

ジネスモデルの見直し、収益性の向上を図ることが急務となっている。 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 クレジットカードの利用控えに記載された番号を対象に、毎月賞金があたる抽選が実施される制度。 
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【図表 38】 金融機関 1店舗あたりの資金利益と非資金利益 

 
（出所）日本銀行「金融システムレポート」 

（注）グループ 1は規模が小さい金融機関、グループ 4は規模が大きい金融機関 

 

Digital Bank19の登場等、IT技術を活用した金融サービスが先行して発展して

いる英国では、大手行による既存インフラの見直しが進んでいる。英国の大手

銀行の一つであるHSBCは、デジタルチャネル開発に多額の資金を投資する

一方、2015年からの 2年間で全体の 27%にあたる 321支店を閉鎖した。この

動きは、HSBC 以外の英国大手行にも広がっている。今後、日本においても、

パソコンやスマートフォンを活用し、インターネット経由で金融サービスを利用

する人が増加していくことが想定される中、金融機関の店舗の存在意義が見

直されていくことは必然である。2017 年度に入り、日本のメガバンクは今後の

支店削減方針を既に発表しており、更に口座維持手数料の導入を検討して

いるとの報道もある。 

つまり、金融機関に対するグローバルな規制強化の流れ、日本特有の社会的

課題や ITの進展は、日本の金融機関が現在の支店・ATM網を維持し、預金、

貸出や決済等の金融サービスを低価格で提供することを困難にする可能性

がある。しかし、このことは日本のキャッシュレス化という観点では必ずしもマイ

ナスにはならない。現金社会を支える要件の一つである充実した支店・ATM

網が縮小していくことで、消費者が現金決済を選ぶ理由となっている現金を

入手する際の利便性は低下する。現金決済の優位性が低下すれば、従来現

金決済を選択していた消費者がカード等のキャッシュレス決済を行うようになり、

キャッシュレス化は加速することになる。 

 

3．キャッシュレス決済を前提としたサービスの拡大について 

近年、EC を中心にパソコンやスマートフォンのアプリを通じたウェブサービス

が成長している。EC 決済全体のうち 6～7 割がクレジットカード決済といわれ

ているため、今後も EC 市場の拡大とともに自然とキャッシュレス化は進展する。

仮に、EC 市場におけるクレジットカード決済の割合を 6 割とした場合、EC に

                                                        
19 英国では、銀行免許を取得し、銀行業の根幹である預金、貸出、決済分野へ進出している FinTech企業のことを Digital Bank

と呼ぶ。 
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伴うクレジットカード取扱高の増加率は、クレジットカード市場全体の増加率を

上回ることになる（【図表 39】）。つまり EC 市場の拡大はキャッシュレス化を牽

引する一つの要素になっていると言える。 

【図表 39】 EC市場規模とクレジットカードショッピング取扱高の推移 

 
（出所）経済産業省「特定サービス産業動態統計調査及び平成 28年度電子取引に関する市場調査」より 

みずほ銀行産業調査部作成 

 

EC 以外でも、シェアリングエコノミーを含め今後拡大が期待されているサービ

スには、クレジットカード等の事前登録が前提となっているものが多い。米国

発の配車アプリである UBERは、日本では規制等の問題から拡大が難しい状

況にあるものの、既に世界 70カ国以上で展開され、累計乗車回数は 50億回

を超えている。UBER では、降車後、アプリに登録されているクレジットカード

に乗車代金が請求され、自動的に決済が行われる仕組みになっている。この

仕組みは、運転手にとって代金をとり損ねるリスクを、利用者にとって法外な

料金を要求されるリスクを無くし、配車アプリというストレンジャー・シェアリング
20を実現・普及させる上で重要な役割を担っている。シェアリングエコノミーの

ような個人間のモノやサービスのやり取りを活性化させるためには、サービス

提供者と利用者双方が安心して取引・決済を実行できる仕組みが必要であり、

結果、エスクロー機能やクレジットカードのような利用者の支払いを担保できる

キャッシュレス決済の活用を促進すると考えられる。 

実店舗の決済においても、従来以上にキャッシュレス化が促進される可能性

がある。ローソンはキャッシュレス決済手段の導入に積極的であり、QR コード

等の新たなインターフェースを含めた多様な決済サービスへの対応を進めて

いる。コンビニでは混み合う時間帯にレジ待ちの行列ができるため、その行列

を見て購入を断念する利用者も多い。ローソンは多様なキャッシュレス決済を

導入してレジ支払いにおけるキャッシュレス比率を高めることで、支払いが終

わるまでに要する一人当たりの時間を短縮するとともに、顧客の決済に関する

ストレスを軽減し、機会ロスを無くそうと考えている。 

より先進的な事例も登場している。2018 年 1 月、米国シアトルで無人コンビニ

店舗である Amazon Go の 1 号店が開店した。Amazon Go では、顧客は入り

口のゲートでスマホに表示されたQRコードをかざして入店し、読み取ったQR

コードからその顧客の Amazon IDが認証される。顧客が選んだ商品がセンサ

                                                        
20 赤の他人との共有。 
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ー等により自動で認識され、商品の購入代金については ID に紐付けられた

クレジットカードに自動課金されるため、顧客は棚から商品を選んでそのまま

店を出ることができる。このように Amazon Go では、既存の無人レジとは異な

り、そもそもレジで支払うという行為自体が不要となるため、レジ待ちや財布・

スマートフォンを取り出す等の決済に関するストレスから顧客を完全に解放す

る事例となる。 

EC では、市場の成長に伴い商品の探し易さ等が改良されるとともに、都度ユ

ーザー登録を行わなくても一つの ID が別の EC サイトでも使えるようサイト間

の連携も進んできた。購入・決済のプロセスにおいても、クレジットカード等を

登録しておけばユーザーはワンクリックするだけで一文字も入力する必要なく

決済が完了する等、一定のセキュリティを確保しつつ、利用者の負担を可能

な限り軽減する仕組みが導入されてきている。今後は、EC 市場と同様に、実

店舗においても、ユーザー・エクスペリエンスの追求が重要となり、Amazon Go

のような顧客にストレスを感じさせない決済方法も導入されることで、キャッシュ

レス化が浸透していくと考えられる。 

 

4．キャッシュレス化のペース鈍化について 

今後の日本では、金融機関の支店・ATM 網の縮小、シェアリングエコノミー等

のキャッシュレスを前提としたサービスの普及やユーザー・エクスペリエンスを

追及した実店舗の登場により、キャッシュレス化が後押しされることになるだろ

う。しかし、一部の金融機関は支店・ATM網の縮小方針を打ち出してはいるも

のの、顧客の利便性を維持しながら、日本の金融機関がビジネスモデルを大

きく転換するには相応の時間を要することが想定される。また、治安の良さ、

紙幣への信頼感や現金決済を支える多くの事業者の存在によって、支払いを

受ける店舗側が、レジ支払いのキャッシュレス化を進めるインセンティブは他

国と比較して高まりづらい状況にあると言える。さらに、シェアバイクの利用が

急拡大した中国と異なり、タクシーや都市交通網が十分に発達している日本

では、新たなサービスが急激に浸透することも考えにくい。つまり、日本のキャ

ッシュレス化は、様々な外部環境の変化に伴い進捗していくものの、そのスピ

ードは遅く、既にキャッシュレス化が進展している国々との差を縮めることは容

易ではない。 

加えて、日本では異なる媒体とインターフェースを組み合わせた決済サービス

が乱立している状態にあり、現在の延長線上でキャッシュレス化が進展すると、

様々なサービスが分散して成長していく可能性が高い。この場合、消費者は

支払う場所やシーンによって決済手段を使い分ける必要が生じ、どこでも同じ

ように使える現金決済からシフトするインセンティブが低くなるだろう。また、支

払いを受ける店舗にとっても、多くの決済サービスに対応したとしても、コスト

負担が重くなる上に、現金管理コストの低減に繋がるとも限らない。様々な事

業者が、消費者の利便性向上のために独自の決済サービスを開発・展開して

いる日本のキャッシュレス化は、結果としてそのペースを遅らせることに繋がる

可能性が高い（【図表 40】）。 
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【図表 40】 キャッシュレス化のペース鈍化 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

Ⅴ.日本に求められるキャッシュレス化推進の方向性 

日本のキャッシュレス化がこのまま緩やかに、かつ様々なサービスに分散して

進捗した場合、日本のキャッシュレス社会への到達は、既にキャッシュレス化

が進展している国だけでなく、今後、中国同様「Leapfrog」21を遂げようとしてい

る国々にも先を越される可能性が高い。シンガポールに本社を置きインドネシ

アやフィリピンを含む東南アジア数カ国で展開する Grab やインドネシア発の

ベンチャー企業 GO-JEKは、登録ドライバー数がそれぞれ 240万人、90万人

を超え、足下急拡大している配車サービスである。これらの配車サービス会社

は、乗車代金の支払いに使える決済サービス Grab Pay及び GO-PAYをそれ

ぞれ提供しており、配車以外にも加盟店を拡大することで、汎用的なモバイル

決済サービスに育てる方針を示している。先進国と比較して金融サービスが

未発達な東南アジアにおいては、配車アプリで獲得した顧客基盤を活用した

決済サービスが爆発的に広がる可能性がある。Alibaba のエスクロー機能から

中国を代表する決済サービスに成長した Alipay のように、あるサービスを補

完する決済サービスがアジア各国で一気に拡大してキャッシュレス化が進展

すれば、日本はキャッシュレス化の進展において新興国にも劣後することとな

る。 

日本がキャッシュレス化というグローバルな方向性から取り残されるということ

は、Ⅰ章で指摘した通り、インバウンド消費獲得の機会を失うことのみならず、

現金社会コストを負い続けなければならないこと、決済情報を活用したマーケ

ティングの高度化の観点においても諸外国に遅れをとることを意味する。一方

で、金融機関の支店・ATM 網の縮小が顕現化していくことで現金決済の優位

性は崩れていくことになる。好むと好まざるに関わらず、キャッシュレス化の推

進は今後日本が直面する課題を乗り越える上で不可欠な取組と言える。 

日本がキャッシュレス化を進展させるためには、早期に店舗等におけるキャッ

シュレス決済環境を整え、現金決済に対するキャッシュレス決済の優位性を

構築する必要がある。決済環境の整備においては、消費者が日本国内どこで

も利用できるキャッシュレス決済サービスとなっていることが重要である。しかし、

                                                        
21 新興国において、段階的な発展を経ず、最先端の技術やサービスが一気に広がること。 
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例え利便性の高い新たな決済サービスが開発されたとしても、手数料負担の

増加を避けたい店舗や依然としてキャッシュレス決済の導入を躊躇している店

舗が大多数であることから、各事業者が自力で加盟店を獲得し、日本全国に

展開していくことは時間とコストの観点からも非現実的である。 

また、Ⅱ章で述べたように、様々な事業者が決済サービスを提供してきた日本

では、消費者がその多様な選択肢の中から利用するサービスを自分で選ぶこ

とが当たり前となっている。その日本の消費者にとって、選択肢を与えられず、

全員が同一のキャッシュレス決済サービスの利用を強いられる状況は受け入

れられない可能性が高い。日本では、引き続き多様な事業者が自社の顧客を

囲い込むために様々なキャッシュレス決済サービスを提供し、消費者はその

中から自分で利用するものを決める選択肢を持つ状態が継続する可能性が

高いと考えられる。 

つまり、日本のキャッシュレス決済環境の整備に求められることは、消費者に

選んでもらえるよう各事業者が他社との差別化を図る競争領域を維持しつつ、

大手事業者の連携によるキャッシュレス決済インフラの整備を通じて日本の決

済のスタンダードを創出することである。米国やスウェーデンでは、競合関係

にある大手銀行団の協調により、個人間送金の分野では Zelle や Swish とい

った新たな決済サービスが創出され、キャッシュレス化に貢献している。日本

では、対面決済の分野において、日本のスタンダードの創出に向け金融機関

に限らず小売や外食事業者等店舗を持つ様々な業態が協調し、支払いが行

われるあらゆる場所において統一感のあるキャッシュレス決済インフラを整備

することが必要なのではないだろうか。そのインフラを土台として、様々な決済

サービスが競争することで、キャッシュレス化も進展していくのではないだろう

か。 

加えて、そのキャッシュレス決済インフラ上で様々な決済サービスが提供され

ても、加盟店への重複的な負担とならない仕組みも合わせて構築されることが

望ましい。日本のキャッシュレス環境整備において重要なことは、同一のキャ

ッシュレス決済サービスをどこでも使えるという消費者にとっての利便性の高さ

と、一つのキャッシュレス決済インフラを整備すればあらゆる決済サービスに

対応できるという加盟店にとっての汎用性の高さを両立させることであると考え

られる。 

しかし、キャッシュレス化という方向性は同じでも、キャッシュレス化によって得

られるメリットは業界によって異なるため、金融機関や小売事業者含めて幅広

い事業者が、それぞれの意向を尊重しながら、統一感のあるキャッシュレス決

済インフラの整備に向けて連携していくことは容易ではない。キャッシュレス社

会のメリットを享受できるようになるまでには、相応の時間を要することが想定

される中、各事業者には今の日本の決済市場が置かれている状況を踏まえ、

中長期的視点にたった果敢な決断が求められる。Ⅰ章で説明したキャッシュ

レス社会のメリットを日本の社会全体で享受するためには、今までの概念を越

えた幅広い事業者間の協働が必要不可欠となるだろう。 

また、多くの業界・業態が関与することになるため、関係者間の利害調整が必

要となることも想定され、その際には、政府のイニシアティブが必要となる局面

もあるだろう。加えて、日本の隅々までキャッシュレス決済インフラを整備する

ために、その導入・利用に際して、店舗側に発生するコストを政府として負担
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することができれば、キャッシュレス決済環境の整備もよりスムーズに進展して

いくと考えられる。政府が実施している種々の中小企業支援施策の一環で、

コスト負担能力の低い中小の小売・飲食店等に対して、キャッシュレス決済イ

ンフラの整備に関する補助金を交付する等のサポートを実施することは、キャ

ッシュレス社会の実現に資するだけでなく、日本全体の生産性向上にも繋が

る政策となる。 

Ⅳ章で述べたように、統一感のあるキャッシュレス決済環境が整った上で、消

費者にキャッシュレス決済を選択させるためには現金と比較した優位性を構

築する必要がある。現状、日本ではカード会社が利用代金に応じて付与する

ポイントプログラムが、現金決済にはない経済的メリットを享受できるものとして

消費者がキャッシュレス決済を利用する主なインセンティブになっている。この

ポイントプログラムによるインセンティブ効果を更に高めるためには、消費者へ

の経済的メリットを増加させることが必要となる。しかし、ポイントプログラムは本

来カード会社や小売事業者等が自社顧客を囲い込むための戦略として自ら

費用を拠出して運営しているものである。そのため、日本の消費者全般を対

象としてキャッシュレス決済の優位性を向上させることを目的に、従来のポイン

トプログラムを活用して個別事業者に追加負担を期待することは難しいと考え

られる。 

海外諸国では、キャッシュレス決済の優位性を高めることを目的として、政府

による電子決済促進策や現金決済抑制策が実施されている（【図表 41】）。日

本でも、このようなキャッシュレス推進政策は大きな効果を生むことが想定され

る。しかしながら、日本においてキャッシュレス化を強行に推し進めれば、これ

まで現金社会システムを支えてきた業界や現金決済の高い優位性に慣れた

消費者に大きな混乱を招く可能性がある。 

【図表 41】 海外諸国の主なキャッシュレス化推進政策 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

既に述べたように、現在の日本の現金社会システムは、利便性の高い金融イ

ンフラを構える金融機関のみならず、より機能性を高めるために ATM 自体の

改良を重ねてきたATM製造メーカー、ATMや小売店舗等から現金輸送を行

う警備保障会社等様々な事業者によって支えられている。治安の良さや少な

い偽札流通量も含め、この現金社会システムは他の国にはない国家全体とし

ての努力の結果と言える。しかし、キャッシュレス化が進展すると、このシステ
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また、現金決済の優位性が高く維持されてきた日本において、突如として現

金利用抑制策が実施され現金決済にディスインセンティブが与えられることに

なれば、現金決済を好んで利用する消費者から強い反発を買う可能性が高

い。更に、今後高齢化が一層進行していく日本において、強制的に現金利用

が抑制されることは、IT 弱者とも言われる高齢者の多くがキャッシュレス決済

に対応できずに、決済という基本的な金融サービスにアクセスできない事態に

繋がる虞もある。 

つまり、これまで現金社会システムを支えてきた業界や社会への影響を見定

めるとともに、キャッシュレス決済文化の醸成や高齢者へのサポート等、現金

社会からキャッシュレス社会への移行に向けた準備を政策的に進めることが、

日本におけるキャッシュレス決済の優位性構築に向けた優先課題となる。そ

の上で、韓国が実施したような電子決済促進政策によりキャッシュレス決済に

インセンティブを与えるとともに、現金利用抑制策を実施すれば、消費者にキ

ャッシュレス決済を選択させる際の抵抗感を大きく和らげることが可能となるだ

ろう。 

キャッシュレス決済の優位性構築の観点で、キャッシュレス社会への移行に向

けた準備は慎重に行う必要がある一方、金融機関が今の支店・ATM 網を維

持し、従来通りに金融サービスを提供することが困難になりつつある中、全て

の国民に対する利便性の高い決済環境の提供を維持するための取組は、早

急に取り組むべき国全体としての課題と言える。更に、Ⅰ章で説明した通り、

日本におけるキャッシュレス化の意義の一つであるインバウンド消費獲得の機

会として、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックが一つのターゲットとなっ

ていることから、外国人観光客に対するキャッシュレス決済環境も早期に整備

することが求められる。よって、金融機関を中心とした民間企業が主導し、状

況に応じて政府の力も活用しながら統一感のあるキャッシュレス決済インフラ

の構築を目指すことが、先行して対応すべきインバウンド消費獲得含め、日本

のキャッシュレス化に向けた至上命題となろう。同時に、社会全体でキャッシュ

レス決済文化を醸成し、キャッシュレス社会を迎える準備を迅速かつ丁寧に進

めることが求められる。 

日本ほど高度に現金決済システムが構築されている国は存在しない。よって、

日本が目指すキャッシュレス社会への道のりは、他の国が歩んできたものとは

異なるものとなる。国民や周辺産業への影響が複雑である分、官民一体となり

日本社会全体で取り組むことが必要であろう。高度な現金決済社会を実現し

てきた日本が効率的なキャッシュレス社会への進化を実現できれば、日本は

決済先進国としての地位を改めて確立できるとともに、これからキャッシュレス

化を目指す他の国に対しても大きな示唆を与えるものとなる。 
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